
（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その４
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
岐建株式会社
岐阜県大垣市西崎町２－４６

7200001013486

　本作業は、令和８年１月２１日から１月２２日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、岐建株式会
社が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得たため特
定したものである。　以上の理由により、緊急の必要により
競争に付することができないため、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

4,103,000 4,103,000 100.00%

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その２
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
株式会社佐竹組
岐阜県養老郡養老町蛇持２１

 7200001014996

　本作業は、令和８年１月１１日から１月１２日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、株式会社佐
竹組が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得たため
特定したものである。　以上の理由により、緊急の必要によ
り競争に付することができないため、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,596,000 2,596,000 100.00%

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その５
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
株式会社佐竹組
岐阜県養老郡養老町蛇持２１

 7200001014996

　本作業は、令和８年１月２１日から１月２２日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、株式会社佐
竹組が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得たため
特定したものである。　以上の理由により、緊急の必要によ
り競争に付することができないため、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,981,000 2,981,000 100.00%

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その８
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
株式会社佐竹組
岐阜県養老郡養老町蛇持２１

 7200001014996

　本作業は、令和８年１月２４日から１月２５日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、株式会社佐
竹組が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得たため
特定したものである。　以上の理由により、緊急の必要によ
り競争に付することができないため、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随意契
約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,585,000 2,585,000 100.00%

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その６
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社
岐阜県大垣市神田町２－５５

 2200001013986

　本作業は、令和８年１月２１日から１月２２日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、TSUCHIYA
株式会社が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得た
ため特定したものである。　以上の理由により、緊急の必要
により競争に付することができないため、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

3,639,179 3,630,000 99.74%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

令和７年度　一般国道２１号緊急道路維持作業その９
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　岐阜国道事務所長　宮本　久仁彦
岐阜市茜部本郷一丁目３６番地の１

令和8年3月10日
ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社
岐阜県大垣市神田町２－５５

 2200001013986

　本作業は、令和８年１月２４日から１月２５日にかけて、異
常な気象状況等による雪害が予見されたことから、「災害等
における情報の収集提供、応急対策及び支援業務に関す
る協定」（以下、「災害協定」という。）に基づき一般社団法人
岐阜県建設業協会の会員企業に、情報の収集提供及び支
援のため、緊急出動要請を行ったものである。　災害協定に
基づき、一般社団法人岐阜県建設業協会に対し緊急出動
可能な災害協定企業の選定を依頼したところ、TSUCHIYA
株式会社が作業員の手配を迅速に行えるとの回答を得た
ため特定したものである。　以上の理由により、緊急の必要
により競争に付することができないため、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,545,136 2,530,000 99.40%

名阪国道雪害対応（その１）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
岡田工業（株）
四日市市日永東３－２－３９

 5190001014513

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令 会計法第２９条の３第４項 予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

4,697,000 4,697,000 100.00%

名阪国道雪害対応（その４）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
堀田建設（株）
三重県亀山市東御幸町２３３番地３

2190001003493

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

13,792,128 13,792,128 100.00%

名阪国道雪害対応（その５）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
三重農林建設（株）
三重県津市一身田中野２７５－１

1190001001110

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

5,588,353 5,588,353 100.00%

名阪国道雪害対応（その６）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
（株）米杉建設
奈良県天理市蔵之庄町４９－１

5150001006654

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

5,267,662 5,267,662 100.00%

名阪国道雪害対応（その７）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
（株）竹島建設
三重県伊賀市玉瀧２８３５

5190001008985

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,120,896 2,120,896 100.00%



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

名阪国道雪害対応（その３８）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
堀田建設（株）
三重県亀山市東御幸町２３３番地３

2190001003493

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,464,000 2,464,000 100.00%

名阪国道雪害対応（その４４）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
岡田工業（株）
四日市市日永東３－２－３９

 5190001014513

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

3,476,000 3,476,000 100.00%

名阪国道雪害対応（その４７）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
堀田建設（株）
三重県亀山市東御幸町２３３番地３

2190001003493

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

7,348,000 7,348,000 100.00%

名阪国道雪害対応（その４８）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
三重農林建設（株）
三重県津市一身田中野２７５－１

1190001001110

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,906,982 2,906,982 100.00%

名阪国道雪害対応（その５０）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
（株）竹島建設
三重県伊賀市玉瀧２８３５

5190001008985

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

2,655,433 2,655,433 100.00%

名阪国道雪害対応（その５３）
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　北勢国道事務所長　小川　喜睦
四日市市南富田町４－６

令和8年3月24日
堀田建設（株）
三重県亀山市東御幸町２３３番地３

2190001003493

大雪による緊急的な除雪作業に向けた体制確保が必要と
なったため、令和４年４月１日付で締結した「災害または事
故等における所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関
する協定書」第３条第１項に基づき、建設業協会会員であ
り、直轄工事で実績のある当該社と随意契約するものであ
る。適用法令会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

6,139,124 6,139,124 100.00%



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

令和７年度　長島ダム広報業務
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　長島ダム管理所長　中島　康支
静岡県榛原郡川根本町犬間５４１－３

令和8年3月23日
株式会社エム・シー・アンド・ピー
大阪市北区中之島２－２－２

2120001041913

 本業務は、長島ダムと関係機関が始めるインフラツーリズ
ムにおけるダム見学者及び外国人訪問者に対する満足度
の向上を図るため、広報資料を作成することを目的とする。
また、広報効果を的確に把握するため、モニター調査により
効果の整理を行うものである。　上記業者は、企画提案書
の提出があった者のうち、企画提案書の内容、企業及び予
定担当者の業務実績等について、総合的に評価を行った結
果、求める業務内容等に合致し、最も優れていることから特
定したものである。　適用法令 会計法第２９条の３第４項 予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

13,999,700 13,999,700 100.00%

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


